
 

 

 

第 11 回救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会 

 

 

議 事 次 第 

 

（１） 災害拠点精神科病院の指定要件（案）と整備方針（案）について 

（２） 災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾンの活動要領

について 

（３） その他 

 

 

【資料】 

資料１： 災害拠点精神科病院の指定要件（案）と整備方針（案） 

資料２： 災害医療コーディネーター活動要領及び災害時小児周産期リエゾン活

動要領について 

 

 

 

【参考資料】 

参考資料１：前回（第10回）検討会における主な意見 

参考資料２：「災害派遣精神医療チーム（DPAT）活動要領について」の一部改

正について(平成30年３月30日付け障害保健福祉部精神・障害保健

課長通知) 

参考資料３：災害医療コーディネーター活動要領（案） 

参考資料４：災害時小児周産期リエゾン活動要領（案） 

参考資料５：大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について  

     （平成29年７月５日付け大臣官房厚生科学課長、医政局長、健康局

長、医薬・生活衛生局長、社会・援護局障害保健福祉部長連名通知） 

参考資料６：災害医療に係る現状について 

 

平成31年２月６日（水） 

13時00分～15時00分  

ＴＫＰ虎ノ門駅前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰﾎｰﾙ３Ａ 


